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議案第６号 

   印西市職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 印西市職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。  

  令和７年２月１７日提出 

                   印西市長   藤  代   健 吾   

 

 

 

 

 

   印西市職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例  

印西市職員の退職管理に関する条例（平成２８年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「職員であった者」を「管理又は監督の地位にある職員の職として

規則で定めるものに就いている職員であった者」に改める。 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例は、令和７年３月３１日以降の退職者から適用する。  
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議案第６号審議資料 
 

   印西市職員の退職管理に関する条例（平成２８年条例第２号）の一部を

改正する条例の制定について  

 

１  改正の要旨  

  任命権者への再就職の届出を行う対象者を「職員であった者」から「管理

又は監督の地位にある職員として規則で定めるものに就いている職員であっ

た者」に改めるもの  

                

２  改正の理由  

  本制度が、営利企業等へ再就職した元職員による現職員への働きかけを規

制し、適正な退職管理の確保を目的としていることに鑑み、当該届出を行う

元職員の対象を合理的な範囲にするもの  

 

３  施行期日等  

 (1) 施行期日  

令和７年４月１日  

 (2) 適用区分  

令和７年３月３１日以降に退職した職員について適用する。  

 

４  新旧対照表  

新  旧  

第１条及び第２条  （略）  第１条及び第２条  （略）  

（任命権者への届出）  （任命権者への届出）  

第３条  管理又は監督の地位にある職

員の職として規則で定めるものに就

いている職員であった者（退職手当

通算予定職員（法第 38条の２第３項

に規定する退職手当通算予定職員を

いう。）であった者であって引き続

いて退職手当通算法人（同条第２項

に 規 定 す る 退 職 手 当 通 算 法 人 を い

う。）の地位に就いている者及び公

益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律（平成 12年法

律第 50号）第 10条第２項に規定する

退職派遣者並びに一般職の任期付職

員の採用に関する条例（平成 19年条

例第 24号）第４条第１項の規定によ

り採用された職員を除く。）は、離

職後２年間、営利企業（法第 38条第

１項に規定する営利企業をいう。以

下同じ。）以外の法人その他の団体

の地位に就いた場合（報酬を得る場

第３条  職員であった者（退職手当通

算予定職員（法第 38条の２第３項に

規定する退職手当通算予定職員をい

う。）であった者であって引き続い

て退職手当通算法人（同条第２項に

規定する退職手当通算法人をいう。）

の地位に就いている者及び公益的法

人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律（平成 12年法律第 50

号）第 10条第２項に規定する退職派

遣者並びに一般職の任期付職員の採

用に関する条例（平成 19年条例第 24

号）第４条第１項の規定により採用

された職員を除く。）は、離職後２

年間、営利企業（法第 38条第１項に

規 定 す る 営 利 企 業 を い う 。 以 下 同

じ。）以外の法人その他の団体の地

位に就いた場合（報酬を得る場合に

限る。）又は営利企業の地位に就い

た場合は、日々雇い入れられる者と
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合に限る。）又は営利企業の地位に

就いた場合は、日々雇い入れられる

者となった場合その他規則で定める

場合を除き、規則で定めるところに

より、速やかに、離職した職又はこ

れに相当する職の任命権者に規則で

定める事項を届け出なければならな

い。  

なった場合その他規則で定める場合

を除き、規則で定めるところにより、

速やかに、離職した職又はこれに相

当する職の任命権者に規則で定める

事項を届け出なければならない。  

第４条～第６条  （略）  第４条～第６条（略）  

附  則   

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日か

ら施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例は、令和７年３月３１日

以降の退職者から適用する。  

 

 


